
院内掲示/患者様へのご案内 

 

 

【後発医薬品（ジェネリック医薬品）について】 

当院では、後発医薬品（ジェネリック医薬品）を積極的に採用

しております。 

 また 、医薬品の供給不足等が発生した場合に、治療計画等の見

直し等、適切な対応ができる体制を整備しております。状況によ

っては、患者さんへ投与する薬剤が変更となる可能性がございま

す。 

 ご不明な点がございましたら、主治医又は薬剤師にお尋ねくだ

さい。 

 

【一般名処方について】 

当院では、後発医薬品のあるお薬について、特定の医薬品名を

指定するのではなく、お薬の成分をもとにした一般名処方（一般

的な名称により院外処方箋を発行すること）を行っています。こ

れにより、特定の医薬品の供給が不足した場合でも、同じ成分で

別メーカーの医薬品により患者さんにとって必要なお薬が提供さ

れやすくなります。 

ご不明な点などがございましたら薬剤師にお尋ねください。 

 



【後発医薬品のある先発医薬品（長期収載品）の選定療養について】 

長期収載品の選定療養とは、令和 6 年の診療報酬改定により、

令和 6 年 10 月 1 日から導入される制度で、患者さんが後発医薬品

（ジェネリック医薬品）のある先発医薬品（長期収載品）を選択

した場合に、その差額の 4 分の 1 を自己負担していただく仕組み

です。 

 院内薬局では、国が定める長期収載品のみの取扱いのために患

者さんに自己負担（長期収載品の選定療養）が発生する可能性が

あります 

 ご理解をお願いします。 

 

【明細書発行体制について】 

医療の透明化や患者さんへの情報提供を推進していく観点か

ら、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の判る明細

書を無料で発行しております。また、公費負担医療の受給者で医

療費の自己負担の無い方についても、明細書を無料で発行してお

ります。 

明細書には、使用した医薬品の名称や行われた検査の名称が記

載されるもので、その点をご理解いただき、ご家族が代理で会計

を行う場合のその代理の方への発行を含めて、明細書の発行を希

望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出ください。 

 

 



【生活習慣病管理料（Ⅱ）について】  

 

高血圧症、脂質異常症、糖尿病に関して、療養指導に同意した患者が

対象です。  

年々増加する生活習慣病対策の一環として、厚労省は令和６年（２０

２４年）６月１日に診療報酬を改定し、これまで診療所で算定してきた

『特定疾患管理料』を廃止し、個人に応じた療養計画に基づきより専門

的・総合的な治療管理を行う『生活習慣病管理料』へ移行するよう指示

がありました。  

本改定に伴い、令和６年（２０２４年）６月１日から厚労省の指針通

り、高血圧・脂質異常症・糖尿病のいずれかを主病名とする患者様で、

『特定疾患管理料』を算定していた方は、『生活習慣病管理料』へと移

行します。  

この度の改定によって、患者様には個々に応じた目標設定、血圧や体

重、食事、運動に関する具体的な指導内容、検査結果を記載した『療養

計画書』へ初回だけ署名（サイン）を頂く必要がありますので、どうか

ご協力のほどよろしくお願いします。  

患者様の状態に応じ、医師の判断のもと、２８日以上の長期の投薬を

行う場合がございます。 

 

【禁煙外来（ニコチン依存症管理料）に係る院内掲示】 

当院はニコチン依存症管理料の届出を行っており、禁煙の為の

治療的サポートをする禁煙外来を行っています。 

 


